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１ 分割休息
（改善基準告示第４条第４項第１号）

特例

業務の必要上、勤務終了後、継続９時間以上（宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は
継続８時間以上）の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満た
すものに限り、当分の間、一定期間（１か月程度を限度とする。）における全勤務回
数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分
割して与えることができます。
・ 分割された休息期間は、１回当たり継続３時間以上とし、２分割又は３分割とします。
・ １日において、２分割の場合は合計10時間以上、３分割の場合は合計12時間以
上の休息期間を与えなければなりません。

・ 休息期間を３分割する日が連続しないよう努める必要があります。

　睡眠時間の確保による疲労回復の観点から、継続した休息期間を確保することが重要です。休息期間を分
割することは本来好ましいものではなく、できる限り避けるべきものであることに留意しましょう。

〈 ポイント 〉 分割休息特例の考え方

（図）分割休息特例の与え方
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・ 休息期間は３時間と７時間の２分割で合計10時間であるので、基準を満たしています。

・ 休息期間は３時間、３時間、６時間の３分割で合計12時間であるので、基準を満たしています。

・ 休息期間が３時間、３時間、４時間の３分割で合計10時間であり、３分割の場合の合計12時間に満たないため、
　改善基準告示違反になります。
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・ 休息期間が３時間、３時間、３時間、３時間の４分割であり、３分割を超えているため、改善基準告示違反になります。
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